
建築基準法第４３条第２項第２号の規定による許可の手引き 

 

第１ 事前協議 

１．法第 43 条第１項ただし書きの規定により許可申請を行う場合は、土木事務所等に

事前協議の相談を必ず行ってください。原則として、事前協議が終了していない場

合は、許可申請書の受付は出来ません。 

 

２．事前協議には、次項の書類を準備してください。 

 ① 建築許可事前協議書（別紙様式１） 

 ② 付近見取り図（ゼンリン等の写しで可） 

 ③ 都市計画図（用途地域が判別できること） 

 ④ 道路現況図及び建築物用途別現況図（敷地の外周から約 300ｍ範囲。） 

 ⑤ 配置図、平面図、立面図、その他許可事項に関する説明書等 

 ⑥ 申請地及び周囲（道路）の状況等が判る写真 

 ⑦ その他申請に関して必要と思われる資料（下記に記載する添付書類等） 

※ ④の色分けについては、次のとおりとしてください。なお、図面の右下位置に凡

例を必ず記入してください。 

① 道路の現況図について 

・当該道路（許可に係る通路等）：青色 

・国道：赤色  ・県道：緑色  ・市町村道：黄色 

② 建築物用途別現況図について 

・当該建築物（許可に係る建築物等）：赤色 

・住居系建築物：黄色  ・工業系建築物：青色 

・商業系建築物：緑色  ・その他：橙色 

  

 

 

 

 

 

 

 



第２ 基準を満たすための要件と許可申請書の添付書類 

１．許可申請書は、申請書（法施行規則第 10 条の４に基づく別記様式第 43 号様式）

の他、下記に記載している添付書類を添付し、全てＡ４版折り左綴じで、正副２部

を作成してください。 

 

２．基準を満たすための要件と添付書類は次のとおりです。 

 （１）【省令第 10 条の３第４項第１号該当】 

 

 ■ 敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること 

 

 

ア．上記基準を満たすための主な要件  

 ① 公園、緑地、広場等は、国、県、市町村等が管理する広い公共空地であるか。 

  ② 敷地から当該空地を経由して道路まで支障なく通行できるか。 

  ③ 敷地が当該空地に２ｍ以上接するか。 

  ④ 当該空地を通行することについて、その管理者の承諾が得られているか。 

  ⑤ 当該空地を法第４２条第１項第１号の道路であると見なして適用される建築基

準法の規定を満たすか。 

  ⑥ 敷地内の雨水、汚水等の排水処理が行えるか。 

 

イ．添付書類（必要書類） 

 ① 申請の理由書（任意様式） 

② 付近見取り図（ゼンリン等の写しで可）、配置図、各階平面図、立面図 

 ③ 周辺（敷地外周から約 300ｍの範囲。以下同じ。）の道路配置現況図 

 ④ 周辺の建築物用途別現況図 

 ⑤ 土地管理者等による承諾書 

 ⑥ 市町の意見書【市町で添付】 

 ⑦ 当該空地の管理者との維持管理・通行上の使用についての協議経過書 

 ⑧ 当該空地に係る土地の公図の写し、土地登記事項証明書 

 ⑨ 当該空地及び申請敷地を含んだ配置図、現況写真 

 ⑩ その他上記要件を確認するために必要な書類 

 



（２）【省令第 10 条の３第４項第２号該当】 

 

 ■ 敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４ｍ以上のものに 

 限る。）に２ｍ以上接する建築物であること。 

 

 

ア．上記基準を満たすための主な要件 

  ① 公共の用に供する道は、国、県、市町村等が管理する農道、林道、河川管理道

路、港湾道路などであるか。 

  ② 当該道の一端が道路に直接接続しているか。 

  ③ その沿道に建築することについて、当該道の管理者の承諾が得られているか。 

  ④ 当該道を法第４２条第１項第１号の道路であると見なして適用される建築基準

法の規定を満たすか。 

  ⑤ 敷地内の雨水、汚水等の排水処理が行えるか。 

 

イ．添付書類 

 ① 申請の理由書（任意様式） 

 ② 付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図 

 ③ 周辺（敷地外周から約 300ｍの範囲。以下同じ。）の道路配置現況図 

 ④ 周辺の建築物用途別現況図 

 ⑤ 土地管理者等による承諾書 

 ⑥ 市町の意見書【市町で添付】 

 ⑦ 当該農道等の管理者との維持管理・通行上の使用についての協議経過書 

 ⑧ 当該農道等に係る土地の公図の写し、土地登記事項証明書 

 ⑨ 当該農道等、申請敷地の現況写真 

 ⑩ その他上記要件を確認するために必要な書類 

 

 

 

 

 

 



（３）【省令第 10 条の３第４項第３号該当】 

 

 ■ 敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安 

 全等の目的を達成するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずる 

 ものに有効に接する建築物であること。 

 

Ａ．３－１号（敷地と道路との間に水路等がある場合） 

 

ア．上記基準を満たすための主な要件  

 ① 「水路等」は、河川、里道、その他これらに類する公共の空地または水面であ 

るかどうか。 

  ② 「水路等」に、敷地から道路に至る橋などの通路（幅員２ｍ以上のものに限る。）

が確保され、当該通路により敷地への出入りに支障がないか。 

  ③ 当該「水路等」の通路部分を利用することについて、占用許可等によりその管

理者の承諾が得られているか。 

  ④ 道路を前面道路と見なして適用される法第５２条の規定（前面道路幅員容積 

  率制限）を満たすか。 

  ⑤ 「水路等」と敷地の境界線から、道路の反対側の境界線までの距離と同じ幅員

を有する前面道路に、敷地が接道していると見なして適用される法第５６条第１

項の規定（道路斜線制限）を満たすか。 

  ⑥ 宮崎県建築基準法施行条例（以下「条例」という。）第１９条から第２５条の

３までの規定中、「道路」とあるのを「当該「水路等」を間に介して存する道路」

と読み替えたとき、これらの規定を満たす建築物であるか。（ただし、条例の規

定中「敷地が道路に接する部分の長さ」は当該橋等の通路の幅員をいうものとし

て判断する。） 

  ⑦ 敷地内の雨水、汚水等の排水処理が行えるか。 

 

イ．添付書類 

 ① 申請の理由書（任意様式） 

 ② 付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図 

 ③ 周辺（敷地外周から約 300ｍの範囲。以下同じ。）の道路配置現況図 

 ④ 周辺の建築物用途別現況図 

 ⑤ 土地管理者等による承諾書 



 ⑥ 市町の意見書【市町で添付】 

 ⑦ 当該水路等の管理者との維持管理・通行上の使用についての協議経過書 

 ⑧ 当該水路等に係る土地の公図の写し、土地登記事項証明書 

 ⑨ 当該水路等及び申請敷地を含んだ配置図、現況写真 

 ⑩ その他上記要件を確認するために必要な書類 

 

Ｂ．３－２号（敷地が将来にわたって安定的に利用できると認められる幅員４ｍ未満 

の通路に接する場合） 

 

ア．上記基準を満たすための主な要件 

① その敷地が、法第 42 条に規定する幅員４ｍ以上の道路からの距離が消防活動上

支障のない範囲において幅員 2.7ｍ以上の通路に接するかどうか。 

   ② 通路は省令第 10 条の３の施行日（平成 11 年５月１日）以前から通行の用に供

され、法第 42 条に規定する道路に接続しているものであるか。 

  ③  当該通路を将来的に通行することについて、その土地所有者等の承諾が得られ 

ているか。 

      ただし、通路が私道である場合は、登記上の地目が「公衆用道路」であるか。 

 ④ 敷地と通路との境界線は、当該通路の中心線から水平距離２ｍ後退した位置に 

あるものと見なし、後退部分が空地（通路）として有効に確保されるか。 

  ⑤ 敷地が通路に接する長さは２ｍ以上であるか。 

  ⑥ 当該通路を幅員４ｍの法第 42 条第１項第１号の道路であると見なしたとき、こ 

れを前提として適用される建築基準関係規定を満たすか。 

  ⑦ 用途、規模が次のいずれかに該当するものであるか。 

    ・ 専用住宅又は兼用住宅（非住宅部分が 50 ㎡以下、かつ、住宅部分が 1/2 以上 

を占めているものに限る。）で床面積が 200 ㎡以下、かつ、階数は２以下のも 

のであるか。住宅に付属する車庫又は倉庫については、床面積の合計が 50 ㎡以 

下のものであるか。 

    ・ 従前の敷地内に建築する場合は、既存建築物と同一の用途であり、かつ、概 

   ね同一規模のものであるか。 

  ⑧ 法第２２条の指定区域内の建築物の構造と同等以上の防火性能を有するか。 

  ⑨ 敷地内の雨水、汚水等の排水処理が行えるか。 

 

 



イ．添付書類 

 ① 申請の理由書（任意様式） 

 ② 付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図 

 ③ 周辺（敷地外周から約 300ｍの範囲。以下同じ。）の道路配置現況図 

 ④ 周辺の建築物用途別現況図 

 ⑤ 土地管理者等による承諾書 

 ⑥ 市町の意見書【市町で添付】 

 ⑦ 当該通路の管理者との維持管理・通行上の使用についての協議経過書 

 ⑧ 当該通路に係る土地の公図の写し、土地登記事項証明書 

 ⑨ 当該通路、申請敷地の現況写真 

 ⑩ その他上記要件を確認するために必要な書類 

 

Ｃ．３－３号（上記３－１号及び３－２号以外の場合） 

 

ア．上記基準を満たすための主な要件  

   その他、その特性（用途、規模、位置及び構造）に応じ総合的に検討し、避難及び

通行の安全等の目的を達成する性能を有すると認められる通路にその敷地が有効に

接する建築物であるかどうか。 

 

イ．添付書類 

 ① 申請の理由書（任意様式） 

 ② 付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図 

 ③ 周辺（敷地外周から約 300ｍの範囲。以下同じ。）の道路配置現況図 

 ④ 周辺の建築物用途別現況図 

 ⑤ 土地管理者等による承諾書 

 ⑥ 市町の意見書【市町で添付】 

 ⑦ 当該通路の管理者との維持管理・通行上の使用についての協議経過書 

 ⑧ 当該通路に係る土地の公図の写し、土地登記事項証明書 

 ⑨ 当該通路、申請敷地の現況写真 

 ⑩ その他上記要件を確認するために必要な書類 

 



建築基準法施行規則第10条の３第４項各号に定める特例の基準（参考図）

　　【特例の基準　第１号】

敷　地

建　物

２ｍ以上

広い空地
　（公的機関が管理
　する公園、広場など）

　　【特例の基準　第２号】

敷　地

幅員４ｍ以上

建　物

２ｍ以上

 　省令第１０条の３第４項第１号「その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物で
あること。」に該当する建築物の参考図

道

路

 　省令第１０条の３第４項第２号「その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４
ｍ以上のものに限る。）に２ｍ以上接する建築物であること。」に該当する建築物の参考図

農道、林道、港湾
道路、漁港道路、
河川および海岸の

管理用道路



　　【特例の基準　第３－１号】（敷地と道路との間に水路等がある場合）

敷　地

 ２ｍ以上 　　橋梁等 建　物

　　河川等

　　【特例の基準　第３－２号】（敷地が将来幅員４ｍ以上になることが見込まれる通路に接する場合）

（既存）

敷　地 敷　地

建　物 建　物  許可にあたっての

後退線

２ｍ以上 ２ｍ以上
消防活動上支障のない範囲

２．７ｍ以上 ※将来にわたって安定的に利用できること
２ｍ以上

（既存）

　　敷　地

道

路

建　物 許可にあたっての
後退線

 　省令第１０条の３第４項第３号「その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避
難及び通行の安全等の目的を達成するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるも
のに有効に接する建築物であること。」に該当する建築物の参考図

道　路



　　【特例の基準　第３－３号】（上記３－１号及び３－２号以外の場合）

　その特性（用途、規模、位置及び構造）に応じ総合的に検討し、避難及び通行の安全等の目
的を達成する性能を有すると認められる通路にその敷地が有効に接する建築物。
（個別判断）





（別記文例第１号） 
 

建 築 許 可 事 前 協 議 書    

 
                                                           年  月  日  
 
 
 協 議 者 

 住所                                     ℡       ( ) 
 
 氏名 
 
（建築主との関係                        ） 

 
 建 築 主 

 住所                                     ℡       ( ) 
 
 氏名 

 
 
 敷地の位置 

 地名地番  

 用途地域   その他 
 の地区 
 ・地域 

 

 防火地域  防火・準防火・指定なし 

 予定建築物 
 の主要用途 

   工 事 
  種 別 

  構 造 
 階 数 

                  造 
 地上  階地下    階 

   計 画 部 分  計画以外の部分   合  計  
  敷地面積との比率 

 敷 地 面 積             ㎡              ㎡             ㎡ 

 建 築 面 積             ㎡              ㎡             ㎡                 ％ 

 延 床 面 積             ㎡              ㎡             ㎡                 ％ 

 
 
 
 
 許可の概要 

 抵触する法 
 の条･項･号 

 法   第  条・第  項・第  号 
 法別表第２（   ）項第   号 

 
 申 
 
 請 
 
 理 
 
 由 

 

 添 付 書 類  □付近見取図 □都市計画図 □道路現況図及び建物用途別現況図 
 □配置図、平面図、立面図等 □写真  □その他(         ) 

 
  ※ 本事前協議は、建築基準法に関するものに限ります。他法令等については別途関係

  機関と協議をしてください。 



（別記文例第２号） 
土 地 所 有 者 等 の 合 意 書    

 
                                                             年  月  日 
 
   宮崎県知事        殿 
 
 
                                道の土地の所有（管理)者  
  住 所  

 
 氏 名 

 
                                 印 

 
 
  私が所有(管理)する下記１の土地を、下記２の建築物の建築に際し、敷地に接する通路

として利用することに合意します。 
 また、当該土地には将来にわたっても門塀等の築造を行わず、現有の幅員を確保します。 
 
                                    記 
 
  １  所有(管理)する土地の地名地番 
 
 
 
 
 ２ 建築物の概要  
  

   建  築  主 
 住所 
 氏名 

 

 建築予定地の地名地番  

 予定建築物の主要用途  

 予定建築物の規模構造                 造、地上   階・地下    階 
 
 ※ 所有(管理)者が国、地方公共団体その他これに類する公的機関以外の場合には、 
  該当するすべての地名地番に係る字図の写しを添付すること。 
 
 
 


